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l 政務調査費とは

1 基本指針

政務調査費は､地方自治法第 100条第 14項 ･第 15項及び横須賀市議会政務調査費

の交付に関する条例の規定に基づき､横須賀市議会議員の市政に関する調査研究に資

するため､必要な経費の一部として交付されるものである｡

したがって､交付された政務調査費は､調査研究活動に要する経費に対して適切に

充当されるべきものである｡

議員として政務調査費の交付を受けた場合はその議員の行う調査研究活動に､会派

として政務調査費の交付を受けた場合はその会派の行う調査研究活動 (会派に属する

議員が個々に行う調査研究活動を､会派の実施する調査研究活動として政務調査費を

充当することができるものとする)に要する経費として充当するものとする｡

2 政務調査費の概要

交付対象 各月 1日 (基準日)に在任する議員

条例第2条 ただし､会派全員の合意があれば､会派に対して交付すること

がで交付額 1人につき月額 139,

000円条例第3条 会派の場合は人数

分を一括交付交付方法 半期ごと (4月～9月

､10月～3月)条例第3条 各半期の最初の月に政務調査費専用

の預金口座に振り込む使途基準 使途基準に従っ

て使用しなければならない郊 煉5条 線 L蹄5条 市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外に充ててはなら支出方法規則第6条 支出の際は領収書を徴する領収書の徴収が困難な場合は

､支払確認書及び交通費計算

書や金字認できるものを添付する収支報告書 等 収入及び支出の証拠書

類の原本を添えて収支報告書を作成し､翌4の提出条例第6条

4月 30日までに議長に提出しなければならない政務調査費の条例第8条返還 規則第9条 交

付を受けた額に残余があるときは､その額を返還する会計帳簿の調条例第9条製保管規則第10

条 会計帳簿を調製し､5年間保存しなければならない視察等の届出 宿泊を要する視察等の出張の場合は､



3 政務調査費交付申請から収支報告までの事務の流れ

(1)交付申請から交付

議 員

又は

会 派

代表者

(D 議長を経由して市長に交付申請

t二 二>

② 交付決定 ･

>(診 交付請求

④ 交 付(お 交付申請

規則第1条毎年度4月5日までに議長を経由して市長あてに､当該年度分を

申請する｡《交付申請書､会派の場合は交付会

派屈)② 交付決定

規則第2条市長から､議員又は会派代表者あて交付決

定される｡《交付決定通

知書》(卦 交付請求

規則第3条半期ごと (4月～ 9月､10月～ 3月)に､市長あてに

請求する｡《交付請求書､請求者と口座名義人が異なる場合は委

任状》④ 交 付

条例第3条市長から､各半期の最初の月 (4月､io月)に､政務調査費専用の

預金口座に振り込まれる｡(通常､報酬目と同じ日に振り込



(2)収支報告及び返還

議 員

又は

会 派

代表者

① 収支幸腔i

L >

(必要に応じて調査)

- ､ ■ ------ II
② 写しを送付i

ニ>- 残余があるとき -

③ 返還命令④

返 還① 収支報告 条例第6条翌年度の4月 30日までに､徴収書等の証拠書類の原本

を添えて､議長に報告する｡

《収支報告書､証拠書類の原本》

(卦 写しの送付 規則第8条議長は､提出された収支報

告書の写しを市長に送付する｡③

返還命令 条例第8条 規則第9条交付総額から支出総額を控除して残余がある場合は､

市長から返還命令を受けるO

《返還命令

書､戻入通知書》④ 返還時期出納整理期間内 (翌年



(3)年度途中の異動に伴う調整

"TYiHUj場合

(ア)新たに議員になったとき

･ 当月分から政務調査費が交付される｡ 条例第3条第3項

･任期の初日から5日以内に､交付申請､交付請求するO 規則第1条第1項

《交付申請書､交付請求書》

(イ)政務調査費交付会派から脱会したとき

･脱会した翌月 (1日に脱会した場合は当月)分から個人あてに政務調査費が

交付されるO条例第3条第5項

･脱会した翌日から5日以内に､交付申請､交付請求する｡ 規則酎 条第1項

《交付申請書､交付請求書》

(ウ)議員でなくなったとき 又は 政務調査費交付会派に属したとき

･事実発生日から30日以内に収支報告苦を提出する｡ 条例第6条第3項

･ 翌月 (その日が 1日の場合は当月)以降の政務調査費を返還する｡ 条例第4条第1項

《収支報告書､証拠書類の原本》

会派の場合

(ア)新たに政務調査費交付会派が綾成された場合

･結成された翌月 (1日に結成された場合は当月)分から交付される｡ 条例第3条第4項

･ ただし､改選後に新たに結成された会派の場合は､当月分から交付される｡ 同上

･結成された日から5日以内に､交付申請､交付請求する｡ 規則第1条第1碩

《交付申請書､交付会派届､交付請求書､(委任状)》

(イ)所属議員数の減

･翌月 (1日の場合は当月)以降の分を翌月末日までに返還する｡ 条例第4条第2項

･速やかに変更申請する｡ 規則第1条第2項

《交付変更申請書､交付会派変更届》

(ウ)所属議員数の増

･翌月 (1日の場合は当月)以降の分が翌月末日までに追加交付される｡条例第4条第2項

･速やかに変更申請､交付請求する｡ 規則第日崇第2項

《交付変更申請書､交付会派変更届､交付請求書､(委任状)》
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(エ)政務調査費交付会派が解散した場合 (任期満 j7及び議会の解散を除く)

･解散した目から30日以内に収支報告書を提出する｡ 条例第6条第3項

･解散の翌月 (1日に解散した場合は当月)以降の分を､翌月末 (1日の場合

は当月末)までに返還する｡ 条例第4条第3項

《交付会派解散届､収支報菖書､証拠書類の原本》

日 政務調査費の使途基準

政務調査費の交付を受けた議員又は会派 (以下 ｢議員等｣というO)は､政務調

査費を､使途基準別表に定める使途に従って支出するものとし､市政に関する調査

研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない｡

1 使途基準別 表 (条例施行規則第5条第 2項)

項 目 使 途 内 容

研 究 研 修 費 会議､研究会等の開催費 講師謝礼金等 交通費 消耗品費 食糧費印刷製本費 通信運搬費 業務等委託料会場等使用料 機材等借上料 備品

購入費他団体開催の研究会等への参加費 交通費 宿泊料 保険料 受講

料等負担金調 査 旅 費 先進地等の視察旅費 交通費 宿泊料 保険料 食糧費 施設等入場料 資料等購

入費 視察手土産代海外視察旅費 交通費 宿泊料 保険料 食糧費 施設等入場料 資料等購入費

視察手土産代 通訳料資 料 作 成 費 調査資料等の作成経費 消耗品費 印刷製本費 原稿料 翻訳料著作権使用料 調査等委託料 事務機器等

借



資 料 購 入 費 図書､新開､資料等の購入費 新開購読料 雑誌購読料 書籍等購入

費広 報 費 調査研究及び議会活動 交通費 消耗品費 食糧費 印

刷製本費の報告に要する経費 通信運搬費 業務等委託料 会場等使用料

機材等借上料調査研究及び議会活動 消耗品費 印刷製本

費 通信運搬費 取材の広幸鋸こ要する経費 料 ホ-ムぺ-ジの

維持管理に要する経費広 聴 費 市民からの要望､意見等 交通

費 消耗品費 食糧費 印刷製本費を聴取するために開催 通信

運搬費 業務等委託料 会場等使用料する会

議等に要する経費 機材等借上料市民からの要望∴

意見等 消耗 品費 印刷製本 費 通 信 運搬 費を聴取するためのアン

ケ- 卜等に要する経費 集計等に要する経費人 件 費 調査研究

活動の補助職員雇用経費 賃金 通勤費 社会保険料事 務 所 費 調査研究活動に必要な 賃借料 消耗品費 光熱水費 通信費 事

事務所の設置及び管理 務機器等借

上料 事務機器等購入費 事務に要する経費 機器等保守管理費

そ の 他 の経費



2 按分の指針

政務調査費を支出するうえで､議員等の行う活動は多岐にわたっており､調査研

究活動と政治活動､政党活動､後援会活動､私的な活動等との区分が難しい場合が

考えられる｡その場合は､調査研究活動に費やした状況により按分して支出するこ

とができるものとする｡

按分割合は､調査研究活動とそれ以外の活動の計二つの目的に支出した場合には

2分の 二上 三つの目的に支出した場合には3分の 1とするなど､社会通念に従った

相当な割合をもって確定する｡

3 政務調査費で支出できない経費 (参考事例)

(1)交際費的な経費

･香典､祝金､寸志､慶弔電報等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費

･病気見舞い､段別､年賀状の購入､印刷等の儀礼等に要する経費

･パ-ティ券購入代

(2)政党本来の活動に関する経費

･党費､党大会参加費､党大会賛助金等に要する経費

･政党の宣伝活動に要する経費

･政党活動に使用する資料等の作成､購入費

･政党活動用の事務所の経費

(3)選挙活動に関する経費

･選挙運動､選挙活動に要する経費

･選挙活動に使用する資料等の作成､購入費

･選挙活動用の事務所の経費

(4)議員個人の秘書的職員の人件費

･個人秘書的な補助職員 (来客接待等を主な業務とする職員)の雇用に要する経費

(5)その他市長が適当でないと認める経隼

○政務調査費に係る研究会で例示されたもの

･飲酒を伴う会合､懇親会的な会合の経費

･親睦会､レクリェ-ション等のための経費

･議員が他の団体の役職を兼ねている場合に､当該団体の理事会等への出席

に要する経費
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･家族､親族が所有する事務所の賃借料 (法人所有も含む)

･調査研究活動に直接関係しない図書等の購入費

･社会通念上妥当性を欠く経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

(公職選挙法第 199条の2[公職の候補者等の寄付禁止〕等)

(⊃他の自治体で長が適当でないと認める例 (参考)

･飲食を目的とした会合の経費

･観光､私的な旅行等に要する経費

･後援会活動に関する経費

･事務所として使用する不動産の購入､建築工事等に要する経費

･政務調査活動に使用する自動車の購入､修理点検及び維持に要する経費

･絵画､美術品､冷蔵庫等の備品の購入及びり-スに要する経費

※ なお､会派が議員個人に定期的､定額的に支給する経費 (会議参加にかかる日

当等)は､政務調査費として支出できないとされている｡

‖ 使途基準の運用指針

1 実費弁償の原則

政務調査費は､議員等の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するも

のであり､その使途は､調査研究活動のための経費として常識的な金額を逸脱しない

範囲で､議員等の自主性に基づき決定するものである｡

したがって､社会通念上妥当な範囲のものであることを前提としたうえで､調査研

究に要した費用の実際の金額に充当することを原則とする｡

2 項目別運用指針

(1) 交通費

原則として実費とし､支出方法は ｢議会議員の議員報酬等に関する条例｣に準ずる

ことが適当である｡なお､自家用車を使用した際の交通費については､実費の把握が

困難であることから､以下に示すいずれかの方法を選択し､｢交通費計算書｣及び規

則に定める ｢支払確認書｣の作成を要するものとする｡

①公共の交通機関を使用した場合の実費相当分

②走行距離 1km当り37円を乗じて得た金額

ただし､レンタカ-の使用等､調査研究に要した経費が明らかである場合に限

っては､実費を支出するものとする｡
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(2) 宿泊料

委員会視察等､公務による旅行の際の市議会議員の宿泊料は ｢議会議員の議員報酬

等に関する条例｣(27貢)により､l夜につき 15,000円 (1泊2食付き)の定額で

あるため､政務調査活動で宿泊する場合は､当該金額を日司らない範囲の実費額とす

ることが適当である｡

なお､素泊まり等 l泊2食付きの設定のない場合の市職員 (含特別職)の食糧費の

上限額は次のとおりであり､議員もこれに準ずることが適当であるO

･国内 ;朝食 1,000円､夕食 2,000円

･海外 ;朝食 1,000円､夕食 5,000円

(3)会 費

他団体が主催する意見交換会等の参加費については､会費の支出対象である団体

の活動内容が､調査研究活動に適うものであれば支出することができるO

懇談会については､実質的な意見交換を目的とした会合に付随する懇談会であっ

て､会費の額が明確に定められており､その金額も社会通念上妥当な範囲のものに

限り支出できるものとする｡

したがって､飲食を主たる目的とした会合 (各種団体の新年会等)の会費は支出

できない｡

○会費として支出できない事例

･個人の立場で加入している団体等に対する会費 (町内会費､PTA会費､商

工会責､老人クラブ会費等)

･政党本来の活動に伴う党費､党大会参加費､党大会賛助金等

･議会内の親睦団体の会費

･他の議員の後援会､祝賀会に出席する会費

･宗教団体の会費

･冠婚葬祭の会費 (結婚式の会費､祝賀会の会費等)

･親睦または飲食を目的とする会合の経費

(4)食糧費

食糧費については､食糧費の支出自体が調査研究活動としての視察や会議等との

関連において､必要と認められる合理的理由があり､使途に関する説明責任を十分

に果たせることを前提として政務調査費を充当することが適当である｡

なお､いわゆる団会議は､その政策決定や意思決定が今後の調査研究の指針とも

なるものと考えられ,議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図

るという政務調査費の趣旨にも適合するものであるが､日常生活上必要と認められ

る費用については,当然には政務調査費と認めることはできないとされているので､

充当しないものとする｡
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(参考)

公職選挙法においては､会議､市政報告会､意見交換会などの参加者への食事､湯

茶､茶菓子等の提供や､研修会等に講師として招いた識者等 (市民であるか否かを問

わない｡)への飲食の提供も ｢寄附｣と解されるので禁止されている｡根拠となる条

文は次のとおり｡

･公職選挙法第 199条の2 公職の候補者等の寄附の禁止

･公職選挙法第 199条の5 後援団体に関する寄附等の禁止

･公職選挙法第 179条 収入､寄附及び支出の定義

公職選挙法第 179条では､寄附を ｢金銭､物品その他の財産上の利益の供与又は

交付､その供与又は交付の約束で党費､会費その他債務の履行としてなされるもの以

外のもの｣と定義し,｢花輪､供花､香典又は祝儀として供与され､又は交付される

ものその他これらに短するものを含む｣としている｡

(5)事務所費

事務所費については､その設置目的が調査研究活動のためのものであって､実際に

その事務所が調査研究活動に使用されており､次の要件を備えている場合に限り支出

できるものとする｡

･会派として政務調査費の交付を受けた場合は､所属する会派の議員として賃貸

借契約がなされていること｡

･事務所としての外形上の形態及び機能を有していること｡

｢事務所設置(変更 届｣が議長あてに提出されていること｡
州 tTi

O事務所費として支出できない事例

･政党活動､選挙活動用の事務所の経費

･家族､親族が所有する事務所の賃借料 (法人所有も含む)

○按分について

事務所を後援会または政治団体と共用する場合は､可能な限り事務所の賃貸借

契約､光熱水費等の契約を分離することが望ましい｡分離が困難な場合は､実際

に調査研究活動に充てられている割合に応じて､按分するものとする｡

なお､按分の上限は次表のとおりとする.
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按分の上限

使途項目事務所の形態 賃借料 光熱水費 電話料≡ 事務機器等

借上料調査研究活動専用事務所 全 書頁 全 額

全 額 全 額調査研究活動事務所+後援会事務所 1/2

1/2 1/2 1/2調査研究活動事務所十後援会事務所+政治団体事務所

1/3 1/3

1/3 1/3(6)備品購入費等備品及び消耗品等については､調査

研究活動に直接必要であると認められる場合に限り支出できる｡また､購入価格については､社会通念

上妥当な範囲を超えないものとするO

〇億品購入費として支出でき

ない事例･絵画等の美術､装飾品

(⊃資料購入費として支出できない事例

･政党活動､選挙活動に使用する資料等税抜き5万円以上の備品を購入したと

きは､議員として交付を受けている場合はその議員が､会派として交付を受けている

場合は会派において備品整理台帳を調整 し､収支幸臨 書とあわせて議長に提出するとともに､その

写しを保管する紺 とするO(7)人件告調査研究活動の補助業務のために雇用

した職員に対して､賃金､通勤費､社会保険料を支出することができる｡この場合､当該職員と取り交した雇用契約書等の写しを

収支報告書に添付するものとする｡

62頁○人件費として支出できない事

例･家族､親

族の雇用にかかる経費○按分について事務所の職員を調査研究活動の補

助業務に従事させている場合など､調査研究活動の補助業務とそれ以外の業務を兼務する職員の人件費へ政務調査費を充当



する場合は､実際に調査研究活動の補助業務に従事している割合に応じて､按分

するものとする｡

なお､按分の上限は1/2とする｡

(8)その他の経費

その他の経費として､政務調査費で購入した備品の修繕､処分等にかかる経費を支

出することができる｡

○通信運搬費 (通信費)について

携帯電話の通話料については､議員の調査研究活動のために不可欠な経費では

あるが､私的な使用との区別がつきにくいため､次の場合に限り通話料を支出で

きるものとする｡

･通常使用している携帯電話とは別に調査研究活動用の携帯電話を所有し､

｢携帯電話使用届 (調査研究活動用)｣が議長あてに提出されていること｡
61頁

tV 会計処理

政務調査費の会計処理については､議員等の調査研究活動のための経費について､

その領収書等の証拠書類を徴収し､支出することを原則とする｡

1 会計帳簿の整理保管

議員又は会派の代表者は､政務調査費による支出について会計帳簿を調製し､5年

間保存しなければならない｡

したがって､会派として政務調査費の交付を受けた場合は､会派が解散等により消

滅した場合であっても､保存期間が経過するまで会計帳簿を保存しなければならない

ので注意すること｡

2 証拠書類の整備

政務調査費を支出するにあたって､議員又は会派の代表者は､債権者から額収書を

徴するものとし､領収書を徴することが困難な場合は､支払確認書をもってこれに代

えることができる｡額収書等は散逸しないよう台紙(｢街収書等貼付用紙｣)に貼付し､

収支報告書に添付する｡ 64貢に参考例示

なお､感熱紙の領収書 (レシ- 卜等)は､その写しを作成し､原本とあわせて提出

するものとするO
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(⊃支出を証明する書類の倒

･ 領収書､受領書､振込受領書等

･ 支払確認書+添付書類

(1)交通費

原則として､領収書を徴収する｡徴収苦の徴収が困難な場合は､次の例にしたがっ

て支払確認書を作成し､証拠書類を添付すること｡

(ア) 公共交通機関 (鉄道 ･バス ･飛行機)

…領収書 …

旅行代理店を通じて芋配した場合等､嶺収書により実費であることが把握

できるものについてはその態収書を徴収する｡

支払確認書+交通費計算書

自動券売機で購入した場合等､領収書の徴収が困難である場合は､経路及

び運賃を交通費計算書に記入し､支払確認書に添付する｡

※ プリペイ ドカ- ド購入代の領収書は不可O

(イ) タクシー

利用にあたっては､旅費支給事務取扱要領 (29頁)を参照

…領収書 …

領収書を徴収するO

乗車時間､乗車区間､使用目的等を領収書を貼付する台紙等の余白に記

載すること｡

(ラ) ガソリン代 (レンタカー利用の場合)､駐車場使用料

…領収書 …

徴収雷を徴収するO
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(エ)有料道路等通行料

三領収書 董

徴収書を徴収する｡

※ プリペイドカ- ド購入代の領収書は不可｡

○自家用車を使用した場合

自家用車を使用した場合は､ガソリン代等の実費を把握することが困難なこと

から､以下に示すいずれかの方法を選択し､｢交通費計算書｣及び ｢支払確認書｣

を 1月毎に作成するものとする｡
54貢 47･48頁

(D 公共の交通機関を使用した場合の実費相当分

その際の交通費計算上の経路は､目的地までの通常の順路によるものとし､

通常の順路が2以上ある場合には､より合理的な経路を選択し､計算すること｡

(参 走行距離 1km当り37円を乗じて得た金額

…支払確認書+交通費計算書

(2)事務所費

原則として､領収書等により実費を把握し､支出するものとする｡領収書の徴収が

困難な場合は､次の例にしたがって支払確認書を作成し､証拠書類を添付すること｡

(ア)賃借料

…領収書 .i

領収書等により実費が把握できるものについては､その領収書を徴収する｡

…支払確認書+金額を確認できるもの (預金通帳等)の写し …

叙収書等の徴収が困難な場合は､賃借料の記載された契約書の写し､預金

通帳の該当部分 (賃借料の金額のわかるもの)の写し等を支払確認書に添付

すること｡
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(イ)光熱水費 ･通信費等

…領収書 …

領収書等により実費が把握できるものについては､その領収書を徴収するO

≡支払確認書+金額を確認できるもの (預金通帳等)の写し …

領収書等の徴収が困難な場合は､預金通帳の該当部分 (光熱水費等の金額

のわかるもの)の写し等を支払確認書に添付すること｡

○按分により支出している場合

事務所を後援会または政治団体と共有し､その費用を按分により支出している

場合は､領収書等の金額と政務調査費による支出額が一致しないため､台紙 (領

収書等貼付用紙)に按分率による計算式と政務調査費充当額を記入すること｡

(3)その他

･ 会議､研究会等の開催にかかる経費､または他団体開催の研究会等への参加にか

かる経費を支出する場合は､項目に応じた証拠書類に加えて､会議､研究会等の開

催通知､スケジュ-ル等の資料を整理し保管することO

宿泊を伴う調査旅費を支出する場合は､事前 (視察等を開始する目の 1週間前ま

で｡ただし緊急の場合はこの限りではない｡)に視察等実施届を議長あてに提出し､

視察終了後 30日以内に視察等報告書を議長あてに提出すること｡

･ 政務調査費の支出にあたり､カ- ド等を使用した際に発生するポイントの取り扱

いについては､市民の誤解を招くことのないように留意する｡

(例)航空会社のマイレ-ジ､携帯電話のポイント､クレジット会社のポイント､

ETC使用により発生するポイント等

3 政務調査葉の返還

市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した政務調査費の総額

が､政務調査費の交付額を下回ったときは､政務調査費に残余が生じたものとして､

その額を返還することとなる｡

なお､収支報告書の内容から､使途基準に合致しないと判断される支出についても､

違法支出額に相当する残余金があると見なされるため､留意すること｡
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V 収支報告

1 収支報告書の作成

議員又は会派の代表者は､政務調査費収支報告書により､政務調査費に係る収入及

び支出の報告書を作成し､徴収書等の証拠書類を添付のうえ､議長に提出しなけれ

ばならないOなお､感熱紙の頃収書 (レシ-卜等)は､その写しもあわせて添付す

るものとする｡

収支報告書は､できるだけ使途内容が明確になるよう､
を参考に以下の点に注意して作成すること｡

･ 事業別に使途項目を整理し､わかりやすく記載することO

･ 会議等にかかる経費は､目付､会議等名を記載することO

･ 視察にかかる経費は､日付､視察先を記載すること｡

･ 事業等が多く､全てを記載することが困難な場合は､類似事業別等にまとめて

記載すること｡(例 :会派会議 〇月〇日他 △回)

○領収書等の証拠書類の定義について

･収支報告書に添付する領収書等の証拠書類は原本とするO (条例第6条第 1

項)

･領収書のあて名は､議員として交付を受けている場合はその議員名を､会派

として交付を受けている場合は会派名を記載するものとし､物品等を購入する

場合は､必ず品名を記載するものとする｡ (規則第6条第3項)

ただし､レシー トについては､あて名の記載は省略できるものとするが､必

ず品名が記載されていることを要件とする｡

･領収書を徴収することが困難な場合は､議員として交付を受けている場合は

その議員の､会派として交付を受けている場合は会派の代表者の発行する支払

確認書をもってこれに代えることができる｡ 慨則第6条第2項)

･年度またぎの領収書の取り扱いについては､領収書の発行日 (支払日)の属

する年度に計上する｡ただし現実に即した対応も考慮する｡

2 議長の調査

収支報告書及び領収書等の証拠書類は､議長に提出することが義務付けられている｡

議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､収支報告書及び領収書等の証拠書
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類が提出された場合は必要に応じ調査を行うものとする｡

3 収支報告書等の公開

収支報告書及び徴収吾等の証拠書類は､情報公開条例に基づき､市政情報コーナー

において､それぞれの写しを情報提供することとし､原本は､求めがあったときに情

報提供する｡

なお､平成22年度分から､収支報告書 (収支報告書別紙を含み､証拠書類は除く｡)

を､市議会ホームページに公開するとともに､視察等報告書 (本文のみとし､添付資

料は除く｡)を､提出後に随時､市議会ホ-ムぺ-ジに公開する｡
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〔資料集〕



地方 自治法 (抜粋)

(昭和二十二年四 月十七 日)

(法律第 六十七 汚)

第 100条

⑭ 普通 地方公共 団体 は､条例 の定める ところによ り､その議会の議員の調査

研 究 に資す るため必要な経費 の一部 として､そ の議会 にお ける会 派又は議員

に対 し､政務調査費 を交付す る ことがで きる｡ この場合 において ､当該政務

調査費の交付の対象､額及び交付の方法 は､条例で定めな ければな らな い｡

⑮ 前項 の政務調査費の交付 を受 けた会派 又は議員は､条例 の定め る ところに

よ り､ 当該政務調査費 に係 る収入及び支 出の報告書 を議長 に提 出す るもの と

す る｡

横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例

平成 18年 i2月13日

条例第57号

(趣旨)

第 1条 この条例 は､地方 自治法 (昭和22年法律第67号)第 100条第 14項 及び

第 15項 の規定 に基づき､横須賀市議会議員 (以下 ｢議員 ｣ とい う｡) の調査

研 究 に資す るため必要な経費 の一部 として､政務調査費 を交付す る ことに関

し必要な事項 を定 めるもの とす る｡

(交付対象)

第 2条 政務調査費は､議員 に対 して交付す る｡ただ し､横須賀 市議会 にお け

る会派がそ の所属議員全員の合意 に基づ いて交付 申請 を行 った場合は､会派

に対 して所属議員全員の政務調査費を交付す る ことができる｡

(交付額及び交付の方法)

第 3条 政務調査費は､各月 1日 (以下 ｢基準 日｣ とい う｡)に在任す る議員

に月額 139,000円を4月か ら9月まで及び10月か ら翌年 3月まで の各区分 によ

る期間 (以下 ｢半期｣ とい う｡) ごとに交付す る｡

2 政務調査費は､各半期の最初の月に､当該半期に属す る月数分 を交付す る｡

ただ し､当該半期の中途にお いて議員の任期が満了する場合は､任期満 了 日の

属する月の前月までの月数分を交付する｡

3 一一の半期 の 中途 において新たに議員 にな った者 に対 しては､任 期の初 日の

属す る月分か ら政務調査費 を交付す る｡
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4 - -の半期 の 中途 において新た に結成 された会派 に対 しては､結成 された 日

の属する月の翌月分 (当該結成 された 臼が基準 日に当たる場合 は､当月分) か

ら政務調査 費を交付する G ただ し､任期溝 Yに伴 う選挙後 に新たに結成 された

会派に対 しては､当該会派が結成 された 日の属す る月分か ら政務調査 費 を交

付す る ｡

5 --の半期 の中途 にお いて政務調査費の交付 を受 けた会派か ら脱会 した議 負

に対 しては､脱会 した 日の属す る月の翌月分か ら政務調査費 を交付す る｡

6 基準 日にお いて議員 の辞職 ､失職 ､除名又は死亡があった ときは､当該議

員 に対す る 当月分 の政務調査費は交付 しない｡

7 基準 日にお いて議会 の解散が あった ときは､ 当月分 の政務調査 費は交付 し

な いO

(議 員の異動 に伴 う調整)

第 4条 政務調査費の交付 を受 けた議員が､-の半期の中途 にお いて議員でな

くな った とき又 は政務調査費の交付 を受 けて いる会派 に属 した ときは､ 当該

議員 は､そ の事 由が発生 した 目の属す る月の翌月分 (その 日が基準 日に当た

る場合は､ 当月分)以降の政務調査費 を返還 しなけれ ばな らない｡

2 政務調査費の交付を受けた会派が､-一一の半期の中途において所属議員数に異動

が 生じた場合は､異動が生じた 日の属する月の翌 月 (その 日が基準 日に当たる場

合 は､当月) の末 日まで に､既 に交付 した政務調査 費の額 が異動後 の議員数

に基づ いて算定 した政務調査費の額 を下 回る ときは､ 当該下回る額 を追加 し

て交付 し､既 に交付 した額 が異動後の議員数 に基づ いて算定 した額 を上 回 る

ときは､当該会派は当該上回る額 を返還 しなければな らない ｡

3 政務調査費の交付を受けた会派が､･｡の半期の中途において解散 したときは､

解散の日の属する月の翌月 (その日が基準 日に当たる場合は､当月)の末 日まで

に､解散の 口の属する月の翌月分 (その 日が基準 日に当たる場合は､当月分)以

降の政務調査費を返還 しなければな らないO

(使途基準)

第 5条 議員又は会派は､政務調査費を別 に定める使途基準に従 って使用す る も

の とし､市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外の ものに充てて は

な らない｡

(収支報告書の提 出)

第 6条 政務調査費の交付 を受 けた議員 (会派 と して交付 を受 けた場合 は､ 会

派 の代表者) は､政務調査費に係 る収入及び支 出の証拠書類の原本 を添 え て

政務調査費収支報告書 (別記様 式) を作成 し､議長 に提 出 しな けれ ばな らな

い｡
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2 前項 の収支報告書は､当該年度の交付 に係 る政務調査費 につ いて､翌年度

の 4月30日まで に提出 しなければな らな い｡

3 前項 の規定 にかかわ らず､議員が任期 満 了､辞職､失職 ､除名､死 亡若 し

くは議 会 の解 散 によ り議員でな くな った とき叉は会派が解 散 した ときは､議

員で あった者 (議員の死亡 に係 る場合は､その相続人) 又は会派の代表者で

あった者 は､ 当該事 由が生 じた 日か ら30日以内に第 1項 の収支報告書 を提 出

しな けれ ばな らな い｡

(議 長の調査)

第 7条 議長は､前条第 1項 の規定 によ り提 出された収支報告書 につ いて､必

要に応 じて調査す ることができる｡

(政務調査費の返還)

第 8条 市長は､政務調査費の交付 を受 けた議員又は会派が 当該年度 において

交付 を受 けた政務調査 費の総額か ら､そ の年度 において市政の調査研 究 に資

す るため必要な経費 として支 出 した総額 を控除 して残余が ある ときは､当該

残余 の額 の返還 を命ず ることができる｡

(収支報告書の保存)

第 9条 議長は､第 6条第 1項の規定 によ り提出 された収支報告書 を､提 出期

限の 日か ら起算 して 5年 を経過す る 日まで保存 しなければな らない0

(その他 の事項)

第 10条 この条例 の施行 について必要な事項は､市長が定 める｡

附 則

1 この条例は､平成19年 5月 2日か ら施行する｡

2 この条例 によ る改正前の横須賀市議会政務調査費の交付 に関す る条例 の規

定 によ り交付 を受 けた平成 19年 4月分 の政務調査費 に係 る収支報告書 につ

いて は､改正後 の第 6条第 2項 の規定 にかかわ らず､同年 5月 31 日まで に

提出す るもの とす る｡

附 則(平成 20年 9月 1日条例第 32軍)

この条例 は､公布 の 目か ら施行す る｡

附 則(平成 22年 4月 1日条例第 1号)

この条例 は､平成 22年 4月 1日か ら施行す る｡
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横須賀市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

平成 19年 3月30日

規則第 8号

(交付 申請)

第 1条 横 須 賀市議会政務調査費の交付 に関す る条例 (平成 18年横須賀 市条例

第57号 ､以 下 ｢条例｣とい う｡) の規定 に基づき政務調査費の交付 を受 けよ

うとす る議 員又 は会派の代表者 は､毎年度 4月 5日まで (山の半期 の中途 に

お いて新 た に議員 にな った者 にあって は任期 の初 日､会派 を脱会 した議員 の

場合 はそ の 翌 日か ら､山の半期の 中途 にお いて新た に結成 された会派の場合

は､結成 された 日か らそれぞれ 5日以内) に市長 に対 し､議長 を経 由 して政

務調査費交 付 申請書 (第 1号様式) を提出 しな けれ ばな らないO この場合 に

お いて､会 派 の代表者 は､ 申請書 に政務調査費交付会派届 (第 2号様 式) を

添付 しな けれ ばな らない｡

2 前項 の議 員又 は会派の代表者は､ 申請 した事項 に異動が生 じた ときは､速

や か に市長 に対 し､議 長 を経 由 して政 務調 査 費交 付変更 申請書 (第 3号 様

式) を提 出 しな けれ ばな らな い ｡ この場合 にお いて ､会派の代表者 は､変 更

申請書 に政務調査費交付会派変更届 (第 4号様式) を添付 しな けれ ばな らな

い:

(交付決定)

第 2条 市 長は､毎年度､前条の規定 によ り申請のあった議員及び会派 につ い

て交付すべ き年間分の政務 調査費の額 を決定 し､当該議員又は会派 の代表者

に政務調査 費交付決定通知 書 (第 5号様式) によ り通知す るもの とす る O な

お､当該年度の中途で政務調査費の額 の変更 を決定す るときも同様 とす るO

(交付請求)

第 3条 前条 の交付決定 を受 けた議員及び会派 の代表者 は､政務調査費の交付

日の 10日前 まで に､市長 に対 し政務調査費交付請求書 (第 6号様 式) を提 出

しなけれ ばな らな い｡

(政務調査費交付会派解散届)

第 4条 当該 年度 の 中途 にお いて政務調 査費 の交付 を受 けた会 派 (以下 単 に

｢会派｣ とい う｡)が解散 した とき (合併等 によ り消滅 した場合 を含み ､議

員 の任期満 了又は議会の解 散 による場合 を除 く｡) は､会派の代表者で あ っ

た者 は､速や か に市長 に対 し､議 長 を経 由 して政務調査 費交 付会 派解 散届

(第 7号様式) を提出 しな ければな らな い｡

(使途基準等)

第 5条 政務調査費の交付 を受 けた議員 (以下単 に ｢議員｣とい うO)及 び会
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派 は､条例第 5条の規定 によ り､政務調査費を次に掲 げる経費に充てて はな

らない ｡

日 )交際費的な経費

(2)政党本来の活動に関す る経費

(3)選挙活動 に関する経費

(4)議員個人の秘書的職員の人件費

(5)その他市長が適 当でないと認める経費

2 条例第 5条 に規定する政務調査 費の使途基準は､別表の左欄に掲 げる項 目

に応 じ同表の右欄に掲げるとお りとし､議員及び会派は､調査研究活動 のた

めの経費 として常識的な金額 を逸脱 しない範囲内で決定するもの とするO

(支出の執行)

第 6条 議員及び会派 は､政務調査費の支出の適正な執行 を行わな けれ ばな ら

ない｡

2 議員及び会派 は､政務調査費 を支出する ときは､債権者か ら領収書 を徴す

る もの とす る｡ただ し､領収書 を徴す ることが困難であると市長が認める場

合は､支払確認書 (議員の場合は第 8琴様式､会派の代表者の場合は第 9号

様式) をもって これ に代えることができる｡

3 前項 の嶺 収書 は､あて名 を議 員名 (会派 として交付 を受 けた場合 は会派

名) とし､必ず品名の記入のあるもの とする｡

4 議員及び会派 は､政務調査費専用の預金 口座 を設 けるものとする｡

(収支報告書の訂正)

第 7条 収支報告書 を訂正す る場合 は､議員又は会派の代表者は､議長に政務

調査費収支報告書訂正願 (第10号様式)を提出 し､訂正箇所に押印す る とと

もに､訂正年月 日を記載 しなけれ ばな らない｡ この場合において､削 った部

分は､ これ を読む ことができるよ うに字体 を残 さな ければな らないO

(収支報告書の写 しの送付)

第 8条 議長 は､条例第 6条第 1項 の規定 によ り提 出された収支報告書の写 し

を市長に送付す るものとする｡

(政務調査費返還命令書)

第 9条 条例第 8条の規定 による命令 は､政務調査費返還 命令書 (第 11号様

式)によ り行 うもの とするo

(会計帳簿の保管)

第 10条 議員 (議員が任期満了､辞職､失職､除名又は議会の解散 によ り議

員でな くな った者にあっては議員本人､議員の死亡 に係 る場合 は､そ の相続

人)及び会派 の代表者 (会派が解 散 した場 合 にあって は､代表者で あった
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者) は､政 務調査費の支出について会計帳簿 を作成 し､当該政務調査費に煤

る収支報告 苦の提 出期限の E‖う1ら起算 して 5年 を経過する 目まで保存 しな け

ればな らな い｡

2 会派の代 表者 に変更があった場合 には､直ちに前項 に規定す る会計帳簿 を

後任者に引 き継がなければな らない｡

3 会派の消滅があった場合は､第 1項に規定す る会計帳簿の保存は､会派の

消滅時に当該会派 の代表者であった者が行 うものとする｡

仁一般選挙後 の措置)

第 11条 条 例 又は この規則 の規定 によ り議長が行 う事務 については､ 一般選

挙後議長が選挙 されるまでの間は､議会事務局長が行 うもの とする｡

附 則

この規則 は､平成19年 5月 2日か ら施行する｡

附 則

i この規則 は､平成22年 4月 1日か ら施行する｡

2 改正後 の規則第 10条の規定 は､平成22年 4月分以降の政務調査費について

適用 し､平 成 19年 5月分か ら平成22年 3月分 までの政務調査費については､

なお従前の例による｡
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横須賀市議会政務調査費の交付に関する議会要綱

平成19年 3月30日

1 宿泊を要する出張に係る届出について

(i)横須賀市議会政務調査費の交付 に関す る条例 (平成 18年横須賀市条例第

57号｡以下 ｢条例｣という｡)第 2条 の規定 に基づいて政務調査費の交付 を

受 けた議員又は会派 (以下 ｢議員等｣ という｡)が政務調査費 による宿泊 を

要す る視察 又は研修 (以下 ｢視察等｣ という｡)のため出張 しよ うとす る と

きは､事前 に視察等実施届 (第 1号様式)を議長に提出す るもの とする｡

(2)議員等 は､視察等 の実施期 日､実施場所若 しくは参加議員そ の他の内餐

を変更す る とき又は視察等 を中止する ときは､速やか に視察等変更 (中止)

届 (第 2号様式) を議長に提出するもの とす る｡

(3)議員等 は､前 2項の視察等 を実施 した場合は､視察等の終 了 した 目か ら

起算 して30日以内に議長 あて視察等報告書 (第 3号様式) を提 揖するもの と

するO

2 届出書類の保管 について

議長は､前項各号の規定 によ り受けた視察等実施届､視察等変更 (中止)

届及 び視察等報告書 を､実施期 日を含 む年度の終 了後 ､条例第 6条に基づ く

収支報告書の提 出期限の 日か ら起算 して 5年 を経過す る 目まで保管する もの

とす る ｡

附 則

この要綱 は､平成 19年 5月 2日か ら施行する｡

附 則

この要綱 は､平成21年 4月 1日か ら施行する｡
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議会議員の議員報酬等に関する条例 (抜粋)

昭和 21年 12月 19日

条例第 17号

第 5条 議会 議員が公務のため旅行す るとき (市内出張 を除 く｡) は､費用弁

償 と して ､常勤特別職員給与条例 (昭和 39年横須賀市条例第 8号)第 2条

に掲 げる職 員 (※)に支給する旅費相 当額 を支給す る｡費用弁償の支給方法 は､

一般職員 に対す る旅費支給の例 による｡

(※)常勤 特別職員給与条例第 2条 に掲 げる職員 とは､市長､副 市長､代表

監査 委員及び上下水道事業管理者｡

横須賀市旅費支給条例 (抜粋)

昭和 22年4月 4日

条例第 19等

第 12条 宿 泊料 は､職務 に応 じて別表第 1に掲 げるところに従 い､定額 によ

りこれ を支 給す る｡ただ し､上級者 と同行す るため必要がある ときは､ 上級

者 と同額 まで増額す ることができる ｡

別表第 1(第 12条､第 15条の 2関係) (平 18条例 9 ･全改)

職務 宿(1夜

市長､副 市長､代表監査委員及び上下水道事業管

≡



旅費支給事務取扱要領 (抜粋)

平成 21年 4月 1日

第 4条関係 (旅行の日程)

職員が公務のため市外へ旅行する場合の旅行 日数の取扱いは､次によるもの

とする｡

(日 用務の開始時刻に到着するために出発 日の午前 7時以前に当該職頁の勤

務地の乗下車駅 (以下 ｢乗下車駅｣ という｡) を出発 しなければな らない

場合は､出発 日の前 日か らの旅行及び宿泊を認めるものとするO

(2) 用務 の終 了後､乗下車駅 に当該用務の終 了 日 (以下 ｢終 了 日｣ とい

う｡)の午後 11時以降に帰着する場合は､終了日に係る宿泊を認めるもの

とする｡

第 6条関係 (鉄道賃の支給)

7 第 7条関係に規定する市長等が県外への宿泊を伴 う出張をした場合にお

与土工､グリ-ン車を利用 したときは､グリ-ン料金を支給するOただし 30

キ ロメ- トル未満の区間のみ乗車する場合には､グリ- ン料金 を支給 しな

い ｡

この場合 グリ-ン個室は利用 しないものとし､当該個室料金は支給 しな

い ｡

第 10粂関係 (革質の支給)

6 市外 において公用車が利用できず､公共交通機関の利用が困難な地域で

他 に合理性が認め られる交通手段が見当た らず､乗車距離が 1キ ロメ- 卜

ル以上の場合に限 り､タクシ-を利用できるものとするO

29



〔記載例〕



別記様式 (第6条第1項関係)

年度政務調査費収支報告書

年 月 日

(あて先)横須賀市議会議長

議員氏名(会派にあっては会派の名称及び代表者氏名)

0 0 度 膚 虜 斉 太 都 ◎

1 収 入

政務調査費 77,675,000 円

2 支 出

(単位 :冒)

項 目 金 額 備

考研究研修費 85l,255 脚 厨の

とおLj調査旅費 i,478

,a80 〟資料作成費 7,

743,237 〟資料購入費

7,656,667 〟広報費 i,492,560

〟広聴費 339,957

〟人件費 I,972,

320 〟事務所費 2,7

67105 〟その他の経費 35

7,655 〟合 計 7

2,598,8303 残 額 A 9

22,830 円(注)備考欄には支出の内訳を記載
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第 1号 様 式 (第 1条 第 1項 関 係 )

年 度 政務調査 費交付 申請書

備考 氏



第 2号様 式 (第 1条 第 1項 関係)

政 務 調 査 費交 付 会 派 届

氏

備考 氏 名 を署 名 した 場 合 は ､押 印 を省 略 す る こ とが で き ます ｡

41



第 3号 様 式 (第 1条 第 2項 関 係 )

年 度 政 務 調 査 費 交 付 変 更 申詣 書

備考 氏



第 4号 様 式 (第 L条 第 2項 関 係 )

政 務 調 査 費 交 付 会派 変 更 届

節

増

備 考 氏 名 を署 名 した 場 合 は ､押 印 を省 略 す る ことが で き ます ｡

43



第 5号 様 式 (第 2条 関 係 )

年 度政務調 査費交付決定 通知 書

4



第 6号様 式 (第 3条 関係 )

政務調査 費交 付 請求 書

(注 ) 口



第 7号 様 式 (第 4条 関係 )

政 務 調 査 費 交 付 会 派 解 散 届

備考 氏



第 8号 様 式 (第 6条 第 2項 関係)

(議 員 用 )

容

47



第 9号 様 式 (第 6条第 2項 関係)

(会派用)

容

48



第 10号 様 式 (第 7条 関係 )

年 度 政務 調 査 費収 支 報 告 書 訂 正願

4



第 11号 様 式 (第 9条 関 係 )

年 度 政 務 調査 費返 還 命 令 書

5



第 1号 様 式 (第 1項 1号 関 係 )

視 察 等 実 施 届

備 考 氏



第 2号 様 式 (第 1項 2号関 係 )

視 察 等 変 更 (中止 ) 局

備考 氏



第 3号様 式 (第 1項 3号関 係 )

視 察 等 報 告 書

年 月 日

(あ て 先 ) 横 須 賀 市 議会 議 長 C)⊂)⊂ブC) 印

実施期 日 年 月 日 ( ) ～ 年 月 日

( )実

施 場 所調 査 事 項(研 修 内容 ) 1.(つ⊂)(プC

)だ つ い て2､ 〇C/(つ

(つだ つ い て参 加 議 員 名
⊂)

(⊃ ⊂〕〔ブ ｣(用 務 経 過 及 び 市政 に関す る調査研

究 に資 す る事 項 の詳細 )∴･,'ニI.上 ､

∴_:,;:･l;備 考 氏 名 を署 名 した 場 合 は ､押 印



項目-括記載用としてお使いください

交通費計算書 (平成 00 年 〇 月分)

月/日 区 分 区 間 金額

目 的/ (D 自家用車2 電車.バス 自宅(○○)～ ○○ 10km ① 現地調査

等2 市民相談等() 3 その他( ) 370 円

n3 その他(会議等)/ 1 自家用車② 電車り スヾ 00 - ○○ (往復) k

m (D 現地調査等2 市民相談等() 3 その他(

) 700 円 口3 その他(会議等)/ ① 自家用車2 電車.バス

○○ ～ ○○ 20km 1 現地調査等② 市民相談等()

3 その他( ) 740 円 L)火3 その他(会議等)/ 1 自家用車② 電
車りマス 自宅(○())～ ○○ km 1 現地調査等2 市民

相談等() 3 その他( ) 2,140 円 ∩(卦 その他(会

議等)/ t1 自家用車2 電車.バス -

I km 1 現地調査等2 市民相談等() 3 その他( )

円 P3 その他(会議等)/ 1 自家用車2 電

車りマス - km 1 現地調査等2 市民相談等() 3 その他( ) 円 I)3 その他(会議等)

/ 1 自家用車2 電車./マス - km 1 現地調査等2 市

民相談等() 3 その他( ) 円 3

その他(会議等)/ 1 自家用車2 電車.バス - km

1 現地調査等2 市民相談等() 3 その他

( ) 円 3 その他(会議等)/ 1 自家用車2 電車.バス - km 1 現地調査等2 市民相談等

() 3 その他( ) 円 3 その他(会議等)/ 1 自家用車2 電車りミス - km 1 現地調査等

2 市民相談等() 3 その他( ) 円 3 その他(会議等

)/ 1 自家用車2 電車.バス - km

1 現地調査等2 市民相談等()



項目別記載用としてお使Lもください

交通費計算書(平成00年〇月分) <研修研究費>
会議､研究会等の開催

月/ 日 区 分 区 間 金額

摘要/() ① 自家用車2 電車 dバス3 その他( ) 自宅(○○)- ○○ 10k

m370 円/() 1 自家用車② 電車 り(ス3 その他( ) ○○ ～ ○○ (往

復) km700 円/() (D 自家用車2 電車 .バス3 その他( )

○○ - ○○ 20km740 円/() 1 自家用車② 電車リミス3 その他( )

自宅(○○)～ ○○ km2,140 円t/()l1 自家用車

2 電車 リiス3 その他( )l l km円 l l/() 1 自家用車2 電車り スヾ3 その他( ) - km円

/() 1 自家用車2 電車リ スヾ3 その他( ) - km

円/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( )

- km円/() 1 自家用車2 電車りマス3 その他

( ) - km円/() 1 自家用車2 電車.バス

3 その他( ) - km冒/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) -

km



項目別記載用としてお使いください

交通費計算書(平成00年〇月分)<研修研究費>
他団体開催の研究会等への参加

月/日 区 分 金額

摘要/() (D 自家用車2 電車.バス3 その他( ) 自宅(○○)～ ○○ 10k

m370 円/() 1 自家用車(彰 電車.バス3 その他( ) ○O - ○○ (往

復) km700 円/() ① 自家用車2 電車.バス3 その他(. )

00 - 00 20km740 円/() 1 自家用車② 電車リマス3 その他( )

自宅(○○)～ ○○ km2,140 円′() 1 自家用車

2 電車リiス3 その他( ) - km円 l I/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) - km円

/() 1 自家用車2 電車りiス3 その他( ) - km

円/() 1 自家用車2 電車リ スヾ3 その他( )

- km円/() 1 自家用車2 電車.バス3 その他

( ) - km円/() 1 自家用車2 電車.バス

3 その他( ) - km円/() 1 自家用車2 電車リ(ス3 その他( ) -

k



項目別記載用としてお使いください

交通費計算書(平成00年〇月分) <調査旅費>

月/日 区 分 区 間 金額

摘要/() (D 自家用車2 電車 リミス3 その他( ) 自宅(○○)～ ○○ 10k

m370 円/() 1 自家用車② 電車 リマス3 その他( ) ○○ ～ ○○ (往

復) km700 円/() (D 自家用車2 電車 .バス3 その他( )

○0 - 00 20km740 円/() 1 自家用車② 電車リiス3 その他( )

自宅(○○)～ ○○ km2,140 円1 /( )l1 自家用車

2 電車りiス3 その他( )I l km円 I/() 1 自家用車2 電車.バス3 その他( ) - km円

/() 1 自家用車2 電車.バス3 その他( ) - km

円/() 1 自家用車2 電車.バス3 その他( )

- km円/() 1 自家用車2 電車.バス3 その他

( ) - km円/() 1 自家用車2 電車リミス

3 その他( ) - km円/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) -

km



項目別記載用としてお使Lもください

交通費計算書(平成00年〇月分) <広報費>

局/日 区 分 区 間 金額

摘要/() ① 自家用車2 電車リマス3 その他( ) 自宅(○○)- ○○

10km370 円/() 1 自家用車② 電車.バス3 その他( ) ○○ - ○○ (

往復) km700 円/() (D 自家用車2 電車リiス3 その他( )

00 - ○○ 20km740 円/(I 1 自家用車② 電車.バス3 その他( )

自宅(○○)～ ○○ km2.140 円/() 1 自家

用車2 電車.バス3 その他( )[ km円 l/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) - km円

/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) - k

m円/() 1 自家用車2 電車りiス3 その他( )

- km円/() 1 自家用車2 電車.バス3 その

他( ) - km円/() 1 自家用車2 電車.バ

ス3 その他( ) - km円/() 1 自家用車
2 電車.バス3 その他( ) -

k



項目別記載用としてお使いください

交通費計算書(平成00年〇月分) <広聴費>

月/ 日 区 分 区 間 金額

摘要/() (D 自家用車2 電車 リ スヾ3 その他( ) 自宅(○○)- ○○ 10k

m370 円/() 1 自家用車② 電卓 リマス3 その他( ) ○○ ～ ○○ (往

復) km700 円/() ① 自家用車2 電車 リ スヾ3 その他( )

○○ ～ ○○ 20km740 円/() 1 自家用車② 電車,バス3 その他( )

自宅(○○)～ ○○ km2.140 円/() 1 自家用車

2 電車リiス3 その他( )I km円 f l/() 1 自家用車2 電車リiス3 その他( ) - km円

/() 1 自家用車2 電車リ スヾ3 その他( ) - km

円/() 1 自家用車2 電車リマス3 その他( )

- km円/() 1 自家用車2 電車,バス3 その他

( ) - km円/() 1 自家用車2 電車り(ス

3 その他( ) - km円/() 1 自家用車2 電車リマス3 その他( ) -

km



事 務所 設 置 (変更 ･廃止) 局

年 月 日

(あて 先 )横 須賀 市 議会 議 長

(会 派名 ) C)C).密 (′窟貞 @人 の場 合ば不要)

氏 名 (代表 者 名) 膚///好.穿 .オ都 ㊥

以 下 の とお り､調査研 究活 動 用 事 務所 を設 置 (変 更 ･廃止)

しま した ので ､届 け出 します ｡

I事 務 所 の所在 地 !藤倉茸 j500

所 有 者 の住 所 .氏 名等 〔フ(つ〔つ⊂〕

備 考(注 1) 事 務所 を賃 貸借 によ り設 置 す る場合 は､賃 貸 借 契約 書

等 (写 ) を添

付 す る こと｡(注 2)事 務 所 を他 団体 と共 有 して い る 場 合 は､ そ の 旨備 考 欄 に記 入 す

る こ とO



携帯電話使 用 (変更 ･廃止 )届 (調査研 究 活動用)

年 月

(あて 先) 横 須賀 市議会 議 長

(会 派 名) 00斉 rJ謬貞M,̂の場合/1不要)

氏 名 (代表者名) 超=///,5.穿 ノオ｣野 ㊥

以下 の とお り､調査研究活 動用携帯電話 の使 用 (変更 ･廃止)

につ いて ､届 け出 しますO

使 用者 の氏 名 ⊂)〔⊃⊂)(つ

電 話番 号 000⊂〕-0(っOO-(ブ(⊃(⊃(コ

備 考(注 )使 用す る携帯電話 の契約書等 (写)を添付 す る



雇 用 契 約 書

雇 用 予 定



《参考 》

雇 用契約 を結 んで事 務職員 等 を雇用す る場合 ､雇用 主三と して必 要 とな る 主な

手続 き は次 の とお りですOなお ､勤 務 口数､勤務時 間そ の他勤務 条件 によ り取

り扱 いが異 な ります ので､具体 的な 内容 は各所掌機 関 にお 問 い合わせ くだ さい｡

l 雇 用 目数 にかかわ らず必 要な もの

日)労災 保 険への加 入 (横 須賀 労働 基 準監督署 労災担 当 823…0858)

労 働 災害､通 勤途上災害 に対応 す るため｡

(2)所得 税 の給与事 務所 の届 出 (横 須賀税務 署源泉所 得税 担 当 82∠卜5500)

給 与支 払 い者 と して源泉徴 収 の義務が 生 じるため｡

2 勤 務時 間が ､ 1週 間で 20時 間以 上 とな る場合 に必 要な もの

(日 雇 用 保 険 (ハ ロー ワ- ク横 須賀 824-8609)

3 雇 用 目数 ､雇用期 間が フル タイム雇 用者 の 4分 の 3以 上 とな る場合 に必要

な もの

日)健康 保 険 (横 須賀年金 事務所 82ト1251)

(2) 厚 生年金保 険 (横須賀年金 事務所 827-1251)

4 そ の他 確 認 が必 要な もの

日) 最低賃 金 (神奈 川労働 局労働 基準部賃金課 045-211-7354)

神 奈川県 の最 低賃金 を確認

(2) 通勤 方 法 (雇用 され る事務職 員)

通 勤 に要す る実 費分 は非課税 扱 い (届 出書類 によ り通勤 経路 を確 認)

63



領収書等貼付用紙

6



備 品 整 理 台 帳

勝甜 太瀞(mXだ野付の庸倉)
00度(SAMで変材の冴倉ノ

番 号 名 称 取 得 年 月 日 取 得 価 格(税抜)

備 考1 〇 〇 〇 〇 H23 . 5 .14

55,0002 〇 〇 〇 〇 H23 . 5 .15 60,000

I l

I E



※政務 調 査 費 関係 の書式 を､議会 内 LA N の議 員 共有 フォル ダに取 り込 み ま し

た ので ､ ご活用 下 さい｡ なお､市議 会 グル ー プ ウェア (サ イポ ウズ) か らも

ダ ウン ロー ドで きます ので あわせ て ご活 用 下 さい ｡

-控 室等 のパ ソコ ンか ら- - ご 自宅等 のパ ソコンか ら-

議 会 内 LA N

議 員 共有- の シ ョ …トカ ット
(デ ス ク トッ

市議 会 グル - プ ウェア

(サ イ ボ クズ)

1
ファイル管理

政務 調 査 費 書式集●条例 ･規則 ･要綱

･政 務調査 費 条例･政務

調査 費施行 規 則･政務 調査費議 会 要 綱

○ よ く使 う様式･収 支報告 書 ･別紙

･事務 所設 置届

･視 察等実施 届･視 察等変 更 (中止)届

･視 察等報告書･支払確認 書 (議 員 用 &会派用 )

･交通費計 算 書

･携 帯電




